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独立行政法人と企業の違い（会計面から）

企 業 独立行政法人

収益と費用の

 対応関係
収益を目的とし、支出は業務

 活動の中で収入を獲得する

 ために必要と思われる財貨

 の等の取得のためになされ

 るもの。収益を獲得するため

 に犠牲となった財貨等の合

 計が費用

支出は国の公共的な事務及び事

 業を確実に実施されるためになさ

 れるもの

収益は、業務を実施するに必要

 な財源に充てるための国からの

 交付金と自己収入の合計額

利益 出資者への利益配当、事業

 への再投下
損益計算上の利益の獲得を目的

 として出資する資本主が存在しな

 い。

利益は剰余金として扱い、目的積

 立金等を除き、中期目標期間終

 了時に国庫に返還

※独立行政法人会計基準の設定について（平成１２年２月１６日

 

独立行政法人会計基準研究会）等より作成



独立行政法人の運営費交付金について 

【運営費交付金の算定】 

 各独立行政法人が作成し、所管大臣が認可する中期計画に定める算定ルールに基づき算定。 

算定ルールは、毎年度一定の率で削減することを前提とした全法人統一的な構造。 

※退職手当等の当該年度のみに発生する経費については特殊業務経費として措置。 

 

【国立女性教育会館における算定ルールとこれまでの削減】 

 国立女性教育会館については、中期計画において以下のとおり算定ルールを定めている。 

・第Ⅰ期中期計画（平成１３～１７年度）：人件費・物件費ともに毎年△１％ 

・第Ⅱ期中期計画（平成１８～２２年度）：人件費・物件費ともに管理経費は毎年△３．２％、 

業務経費は毎年△１．０３％削減 

・第Ⅲ期中期計画（平成２３～２７年度）：人件費・物件費ともに管理経費は毎年△３．２％、 

業務経費は毎年△１．０３％削減。 

※このほか、自己収入についても、毎年度一定の増を運営費交付金の算定に反映（自己収入増＝運営費交付金の減） 

 

 この算定ルールに基づき、法人化後 12 年間で約 1/4 の予算を削減してきている。 

 平成 13 年度運営費交付金：724 百万円 

 → 平成 24 年度運営費交付金：547 百万円（対平成 13 年度比△24.4%）  






